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２．基本計画の策定 
２－１．目標年次 

「西東京市基本計画」及び「西東京市都市計画マスタープラン」を踏まえ、「交通計画」に示

した目標年次は、策定から概ね７年後の平成２５年とする。 

なお、今後の社会情勢の動向や市民ニーズの変化に対応して、個別の施策内容については、必

要に応じて見直しを検討する。 

 

２－２．基本理念及び基本方針・施策方針 
（１）交通計画の基本理念 

    西東京市基本構想・基本計画、都市計画マスタープラン等の上位計画での位置付け、市民

ニーズ等を踏まえ、総合的な交通計画策定の基本的な考え方として、計画の基本理念を以下

のように設定する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

西東京市基本構想・基本計画 
〔交通計画に係わるまちづくりの方向性〕 
 快適な居住空間の整備と駅周辺・道路・交通環

境の整備により、日常生活における市民の利便性

の向上を図るとともに、防災・防犯に取り組むな

ど、安全に暮らせるまちづくりを進める。 
⇒「安全で快適に暮らすまちづくり」より抜粋 

西東京市都市計画マスタープラン 
【将来都市像】 
 「豊かなみどりに包まれた、安全でやすらぎの

感じられる住宅都市」 
【交通網整備の方針】 
 ①体系的な道路網の整備 
 ②人にやさしい歩行者空間の整備 
 ③公共交通網の整備 

市民意識調査結果 
【今後の交通政策に対する重要度】 
 ⇒「非常に重要」過半数以上 
・安全で快適な自転車・歩行者空間

の整備 
・交通事故を少なくするための対策

・排ガスや騒音の低減など環境にや

さしい対策 
 
【最も重要視すべき交通政策】 
・安全で快適な自転車・歩行者空間

の整備：37.2％ 
・排ガスや騒音の低減など環境にや

さしい対策：16.8％ 
・災害・防災に強い幹線道路の整備：

13.9％ 
 ・渋滞なく円滑に走れる幹線道路の

整備：13.1% 
 ・交通事故を少なくするための対

策：12.4％ 
 ・利便性の高い鉄道・バスなどの公

共交通の充実：8.0％ 

人と環境にやさしい安全・安心に移動できる交通体系づくり 

【交通計画策定のための基本理念】 

 住宅都市としての特徴を活かしつつ、生活者の視点を重視し、誰もが安全・安心に移動で

きるよう、人と環境にやさしい交通体系の実現を図るものとして、次の基本理念のもとに西

東京市における交通体系整備を展開していく。 
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（２）交通計画の基本方針 
   前項に掲げる基本理念「人と環境にやさしい安全・安心に移動できる交通体系づくりの確立」

を実現するため、以下のように４つの基本方針を設定する。 
 
 
 
  ・バスや鉄道、タクシーといった公共交通の利便性や連携を高め、新たな交通需要にも対応し

ながら、自動車以外の交通手段の選択を可能にし、環境負荷の小さな交通体系の実現を推進

する。 
  ・さらに、高齢化社会の進展や障害者などに対応し、だれもがいつでも安全・安心に移動でき

るような歩行者・自転車のネットワーク形成を図るとともに、移動支援等のあり方を検討す

る。 
 
 
 
 
  ・限られた財源の中で、道路整備計画に基づき整備を進める。 
  ・さらに、住宅地や駅周辺などにおける通過交通の進入を抑制するとともに、避難路としての

防災機能の強化を図る。 
 
 
 
 
  ・駅前広場や駐輪場、駐車場など各駅周辺地区のまちづくり計画と連動させながら、バスや鉄

道、自動車等との相互連携の向上を図り、乗換え機能の充実（駅前広場の整備等）を進める。 
  ・高齢者、障害者等の公平かつシームレス※な移動を確保するために、駅等公共空間のバリア

フリー化を進めるとともに移動支援等のあり方を検討する。 
  ・駅前広場やバス停での運行情報提供の充実を図る。 
 
 
 
 
  ・行政、事業者、市民の協働のもとに、ＰＩ（パブリックインボルブメント）※など情報の共

有化により交通体系を構築する。 
 

基本方針１：人と環境にやさしい交通施策を推進します 

基本方針２：効率的・効果的な道路整備の推進によるアクセス性の向上を図ります 

基本方針３：魅力的な交通結節機能の強化を図ります 

基本方針４：官民協働による交通体系の実現を図ります 

※巻末用語説明参照 
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（３）基本方針を達成するための施策方針 
   交通計画の基本方針を、その方針を達成するための考え方を設定する。 
 
   【交通計画の基本方針】                 【施策方針】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【基本方針１】 
人と環境にやさしい交通施策の推進 

 

【基本方針２】 
効率的・効果的な道路整備の推進 

【基本方針３】 
魅力的な交通結節機能の強化 

【基本方針４】官民協働による交通体系の実現 
実現にむけて、行政だけでなく市民活動団体や地元民間企業などを含めた市民の理解、参加、

協力が不可欠であり、市民自らの選択と責任において行動を行うための情報の公開が必要とな

る。市民意見の公募やワークショップなど市民参加に取り組み、透明性や公平性を確保し、市民

との協働や人材育成により計画の推進を図る。 

（１）体系的な道路ネットワークの形成 
 都市間、拠点間を有機的に結ぶように「広

域幹線道路」「幹線道路」の都市計画道路等や、

生活道路の整備を進め、体系的な道路ネット

ワークを形成する。 

（２）公共交通システムの充実 
鉄道駅から離れた地域の居住者や高齢者な

ど、車利用者以外の方々も含めた市内交通の

利便性の向上を図るため、長期的視点で、鉄

道・バスなどの公共交通網の改善を推進する。

 また、高齢社会の進展に対応するように、

高齢者、障害者等誰もが利用しやすいよう「バ

リアフリー化」の推進を交通事業者に対して

要請する。

（３）交通結節点※の整備 
地域の顔としてさらなる利便性・安全性の

高い交通結節点の機能充実を図る。 

（４）人と環境にやさしい歩行者・自転車交

通施策の推進 
全ての人が安全、快適に移動できるようバ

リアフリーの観点から歩行者・自転車空間の

形成に努めていく。 

※巻末用語説明参照 




